
（平成２２年10月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 1978 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年７月から 59 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年７月から 59 年９月まで  

             ② 昭和 60 年１月から 63 年 12 月まで 

    夫が会社を退職し、昭和 50 年８月から国民年金に加入しなければなら

なくなったため、私も同時に加入手続を行い、それ以降、夫と一緒に国

民年金保険料を納付し、57 年７月からは口座振替により納付してきた。

夫だけ納付し私の分を納付しないとは、当時の収入状況からも考えられ

ないので、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和 58 年７月から 59 年３月までについて、国民年

金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、50 年９月に

夫婦連番で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認でき

ることから、このころ申立人は国民年金に加入し、同年８月以降、申立期

間①直前の 58 年６月まで未納無く納付していることが確認できる。 

   また、当時の被保険者台帳である特殊台帳の昭和 58 年度の摘要欄に、申

立人からの申出により発行されたものと考えられる｢納付書｣の押印が有る

ことが確認でき、上記の継続納付しようとする申立人の意志を踏まえれば、

当該期間の国民年金保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①のうち昭和 59 年４月から同年９月までの期間及び申立

期間②について、Ａ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状況

等を記録している国民年金収滞納リストでは、未納とされていることが確



認できる上、申立期間②直後の平成元年１月から２年３月までの保険料は、

３年４月１日に過年度納付されていることが領収済通知書により確認でき

るが、この納付時点では、申立期間②は既に時効により保険料を納付でき

ない期間である。 

   また、申立人又はその夫が申立期間①のうち昭和 59 年４月から同年９月

までの期間及び申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



京都国民年金 事案 1979 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年８月から 38年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年８月から 38 年２月まで 

             ② 昭和 39 年６月から同年 11 月まで 

    私は、第三者委員会に脱退手当金について受領していない旨の申立て

を行っていたところ、第三者委員会から、国民年金保険料を特例納付し

た期間について、脱退手当金支給済期間や厚生年金保険被保険者期間と

重複納付されており、納付した保険料の一部しか還付されていないと聞

いた。私は還付された記憶は無く、今になって差額保険料を還付されて

も納得できないので、納付済期間を国民年金の被保険者期間として認め

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②を含む昭和 36 年４月から 45 年８月までの

国民年金保険料を、第３回目の特例納付により納付していることが領収済

通知書及び特殊台帳により確認できるが、申立期間①(19 か月)は厚生年金

保険の脱退手当金支給済期間、申立期間②(６か月)は厚生年金保険被保険

者期間であるため、誤適用として平成６年 10 月 13 日付けで還付決定し、

1,300 円が同年 11 月 28 日に還付されていることがオンライン記録により

確認できる。 

   しかし、行政側に本来納付できない厚生年金保険被保険者期間を含む期

間の特例納付の納付書を作成したという誤りが有り、このため、申立人が

当該期間の国民年金保険料を特例納付したのは明らかである。 



   また、申立期間①及び②に係る 25 か月分の納付保険料額は 10 万円であ

るが、後に重複納付であるとして還付された金額は 1,300 円であり、納付

金額と大きく相違している上、還付の対象期間である 25 か月分とは整合性

が無いことから、行政側において適正な還付に係る事務処理が行われたと

は認め難く、申立人が納付した申立期間の保険料は、現在まで長期間国庫

歳入金として取り扱われている。 

   これらのこと、及び申立期間①については脱退手当金の支給済期間であ

ることを踏まえると、制度上、国民年金の被保険者期間となり得ないこと

を理由として申立期間①の保険料を還付することは、信義則に反するもの

と考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間①及び②

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

   しかしながら、申立期間②については、申立人は厚生年金保険の被保険

者期間であることから、申立期間を国民年金保険料の納付済期間として記

録を訂正することはできない。 

 



京都国民年金 事案 1980 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年４月から 53年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 53 年３月まで 

    私は、昭和 51 年 11 月に就職し、翌 52 年４月から国民年金保険料の納

付を開始したと記憶している。申立期間が未納とされていることには納

得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、申立期間

直後の昭和 53 年４月以降、国民年金保険料をすべて納付していることが確

認できることから、保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 53 年４月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により

確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したものと推認

され、Ａ市では国民年金の加入届を受け付けた際、納付可能な保険料につ

いて納付勧奨することが通例であったことを踏まえると、申立人が申立期

間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2074 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、

昭和 38 年 10 月及び同年 12 月から 39 年７月までは２万 4,000 円、同年８

月及び同年９月は２万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が昭和 38 年 10 月及び同年 12 月から 39 年９月までの上記

訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについて

は、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

                        

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月 1日から 41年 4月 21日まで  

    私はＡ株式会社に昭和38年10月1日から41年4月21日まで勤務したが、

ねんきん特別便の標準報酬月額を見ると 1 万 8,000 円と低い記録となって

いる。給料支払明細書を添付するので、調査の上、標準報酬月額の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ株式会社の給料支払明細書から、申立期間のうち、

昭和 38 年 10 月及び同年 12 月から 39 年９月までについては、オンライン

記録の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料より高い保険料が給与から

控除されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 



   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持する給料

支払明細書の保険料控除額により、昭和 38 年 10 月及び同年 12 月から 39

年７月までは２万 4,000 円、同年８月及び同年９月は２万 2,000 円に訂正

することが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当時の事業主は既に死亡している上、関係書類が残されていないため不明

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者の標準報酬月額に係る届出を社会保険事務

所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 38 年 11 月、39 年 10 月から 40 年 11 月ま

での期間は、申立人が所持する給料支払明細書の厚生年金保険料控除額に

基づく標準報酬月額がオンライン記録の標準報酬月額と同額又は低い額で

あることが確認できることから特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

   また、申立期間のうち、昭和 40 年 12 月から 41 年４月までの期間につい

ては、申立人は給料支払明細書を所持しておらず、給与振込額も不明であ

ることから報酬額及び厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

   さらに、Ａ株式会社の元役員は、「当該事業所は既に解散し、当該期間の

賃金台帳等の関連資料は保存しておらず不明。」と回答しているため、当該

期間の厚生年金保険料が控除されていたことに関する供述を得ることがで

きない。 

   このほか、申立人の当該期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2075 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①のうち、平成 10 年８月から 12 年９月までの期間に係る標準

報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額に係

る記録を 30 万円とすることが必要である。 

   また、申立人の申立期間①のうち、平成 12年 10月に係る申立人の標準報酬

月額については、30万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が平成 12 年 10 月に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年８月１日から 14年６月 28日まで 

             ② 平成 15年１月 10日から同年７月 30日まで 

    申立期間①について、株式会社Ａの勤務期間に受け取っていた給与額に比

べて厚生年金保険の標準報酬月額が低いと思われるので、訂正してほしい。 

    申立期間②について、株式会社Ａに再入社し勤務していたが、当該期間の

厚生年金保険の加入記録が無いので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立期間①のうち、平成 10 年８月１日から 12

年３月１日までの期間における申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初 30万円とされていたところ、12年３月８日付けで、10

年８月１日の資格取得時決定及び 11 年 10 月１日の定時決定が取り消され、

当該期間の標準報酬月額は、15万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されている。 



   また、当該事業所の代表取締役、役員及び申立人以外の一般従業員 13 人に

ついても、申立人と同様に標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額訂正されていること

が確認できる。 

   さらに、株式会社Ａに係る滞納処分票により、申立期間当時、当該事業所に

おいて厚生年金保険料の滞納があったことが確認できる。 

   加えて、申立人は、株式会社Ａの商業登記簿謄本により役員ではなかったこ

とが確認できる上、申立期間当時当該事業所に勤務していた同僚は、「申立人

は,社会保険手続は担当していなかった。」と供述していることから、申立人

が当該遡及
そきゅう

訂正処理に関与していたとは認められない。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成 12 年３月

８日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、当該

遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果とし

て記録されている申立人の平成 10 年８月から 12 年９月までの期間に係る

標準報酬月額は、事業主が当初届け出た 30 万円に訂正することが必要であ

る。 

   なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 12 年

10 月１日）において、申立人の標準報酬月額が 15 万円と記録されている

ところ、当該処理については、遡及
そきゅう

訂正処理との直接的な関係をうかがわ

せる事情は見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言え

ない。 

   次に、申立期間①のうち、平成 12 年 10 月１日から同年 11 月１日までの

期間について、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことに

ついて確認できる資料は無いが、株式会社Ａに勤務していた同僚の提出し

た同年 11 月分の給与明細書によれば、厚生年金保険料の控除額は、オンラ

イン記録の標準報酬月額(11 万 8,000 円)に相当する保険料よりも高額であ

り、同年 10 月の定時決定前の標準報酬月額（17 万円）に相当する保険料

が控除されていることが確認できる。 

   したがって、平成 12 年 10 月について、上述の同僚における厚生年金保

険料の控除の状況から、申立人についても同年 10 月の定時決定前の標準報

酬月額（30 万円）に見合う保険料が控除されていたと推認される。 

   また、株式会社Ｂから提出された申立人に係る銀行預金通帳の振込記録

における平成 12 年 11 月の給与振込額は、オンライン記録の標準報酬月額

より高額であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、平成 12 年 10 月について、申立人は、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から



控除されていたことが認められる。 

   また、申立人の平成 12 年 10 月の標準報酬月額については、上記訂正後

の同年９月の標準報酬月額から 30 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が、申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間①のうち、平成 12 年 11 月１日から 14 年６月 28 日まで

の期間について、上記申立人に係る銀行預金通帳の振込記録における給与

振込額及び株式会社Ａ退職時の雇用保険失業等給付における賃金日額は、

オンライン記録上の申立人に係る標準報酬月額よりもおおむね高いことが

確認できるが、給与支給総額と厚生年金保険料の控除額を確認することは

できない。 

   また、株式会社Ａは、平成 16 年４月 21 日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当該事業所の事業主に照会したが、厚生年金保険の

標準報酬月額の決定に関する資料等は保管されていないため、申立期間の

標準報酬月額の届出について、確認することはできない。 

   このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間①のうち、平成 12 年 11 月から 14 年５月までの期間

について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   申立期間②について、同僚の供述、申立人及び株式会社Ｂの提出した銀

行預金通帳の振込記録及び独立行政法人Ｃの保管する未払賃金の立替払請

求書及び確認通知書から、申立人が少なくとも、平成 15年２月 20日から同

年６月 20日まで株式会社Ａに再び勤務していたことは認められる。 

   しかし、上記振込記録等からは、厚生年金保険料の控除額を確認できず、

当時株式会社Ａに勤務していた複数の従業員に照会したが、申立期間②にお

いて申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認するため

の資料及び供述を得ることはできない。 

   また、上述のように、株式会社Ａの事業主に照会したが、申立期間当時の人



事記録、賃金台帳等の関連資料等は保管されていないため、申立期間におけ

る申立人の勤務実態及び申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

ことは確認できない。 

   さらに、申立期間②において、申立人の株式会社Ａに係る雇用保険の加入記

録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2076 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 20 年４月 27 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得した旨の届出を社会保険事務所(当時)に対し行ったことが認められ、

かつ、申立人のＡ株式会社Ｂ製作所における厚生年金保険被保険者の資格

喪失日は、同年９月１日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、50 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月 27 日から同年９月１日まで 

    申立期間は、Ｃ（地名）に在ったＡ株式会社Ｃ工場（当時）に勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から、申立人がＤ県Ｃ地区に在ったとされるＡ株式会社の工

場に勤務していたことが推認される。 

   また、複数の文献等から、上記の工場は、Ａ株式会社Ｂ製作所の疎開先

であると推認でき、同製作所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立人に係る厚生年金保険被保険者記録が有り、基礎年金番号に未統

合であることが確認できる。 

   さらに、上記の被保険者名簿には、申立人に係る資格取得日は昭和 20 年

４月 27 日と記載されており、資格喪失日が記載されていないものの、上記

の同僚は、「終戦で同社を退職したが、申立人の退職日については、明確に

記憶していない。」と供述しており、申立人が事業廃止日とされている同年

８月 31 日までに退職した事情も見当たらないことを踏まえると、申立人に

係る資格喪失日を事業廃止日の翌日である同年９月１日とすることが妥当



である。 

   なお、上記被保険者名簿は、戦災等の何らかの事情により焼失したもの

を後日復元したものであると推認されるが、年金番号の記録状況等からみ

て、その復元が不完全であったことがうかがえ、申立人の加入記録に統合

されなかったものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 20 年４月 27 日

に被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められ、

かつ、申立人のＡ株式会社Ｂ製作所における厚生年金保険の資格喪失日は

同年９月１日とすることが妥当である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の未統合の被保険者名

簿の記録により、50 円とすることが妥当である。 

 



京都厚生年金 事案 2077 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 12 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月３日 

    申立期間において、Ａ株式会社勤務中に支給された賞与から厚生年金

保険料が控除されていたにもかかわらず、事業主が届出を失念していた

ため、厚生年金保険の記録に反映されていないので、当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社から提出された申立人に係る賃金台帳の記録から、申立人は、

申立期間において 12 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

より賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間当時

に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



京都国民年金 事案 1981 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年 12 月から５年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 12 月から５年１月まで 

    平成３年から４年ごろ、亡くなった父親がＡ県Ｂ市役所で国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと母

親が記憶している。申立期間について調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年から４年ごろ、申立人の父親が国民年金の加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、前後の被保険者の記録から平成７年３月ごろ払い出されてい

ることが確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したも

のと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点で、納付可能な平成５年

２月以降の国民年金保険料を納付していることが確認できるものの、申立

期間は既に時効により保険料を納付できない期間である。 

   さらに、申立人の両親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

    父親が、Ａ県Ｂ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付してくれていた。所持する年金手帳には「被保険者と

なった日」が平成３年４月１日と記載されていることからも明らかであ

る。申立期間の納付記録が無いことには納得できない。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を納付してくれていたとしており、申立人の年金手帳には、「被保険

者となった日」が平成３年４月１日と記載されていると主張している。 

   しかしながら、申立期間の国民年金保険料を納付するには、国民年金手

帳記号番号の払出しが必要であるが、同手帳記号番号払出簿検索システム

によりＡ県内すべてについて「Ｃ（漢字）」及び「Ｄ（カナ）」で検索した

が、該当者はおらず、申立人に対して同手帳記号番号が払い出されていた

形跡は見当たらないことから、申立期間は、国民年金に未加入の期間であ

り、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   なお、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録(1)」欄に、平成３

年４月１日から第１号被保険者とされている点については、本来、国民年

金被保険者資格の取得日は、申立人の 20 歳の誕生日の前日とすべきところ、

同手帳発行の際、誤って記載された可能性がうかがわれるものの、被保険

者となった日をもって、国民年金保険料の納付が開始されたことを示すも

のではない。 



   また、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者は

おらず、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 1983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 52年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 52 年１月まで 

    昭和 45 年４月ごろ、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を集金人に納付していた。申立期間が未納となっていることには

納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年４月ごろ、国民年金の加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料を集金人に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、任意の資格で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿

により確認でき、Ａ市が国民年金の加入状況、保険料の納付状況等を記録

している国民年金収滞納リストにおいても、申立人は昭和 52 年２月９日付

けで任意加入とされており、任意加入の場合、さかのぼって被保険者とな

ることができないため、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申立

人は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年７月から 49年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月から 49 年１月まで 

    会社を退職した昭和 47 年７月ごろ、妻が国民年金の再加入手続を行い、

夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付していた。申立期間の納付

記録が無いことには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年７月ごろ、申立人の妻が国民年金の再加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 45 年５月に夫婦連番で払い出されていることが同手帳記

号番号払出簿により確認できることから、このころ申立人は国民年金に加

入したものと推認できるものの、申立人は 46 年６月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得したことに伴い、同日に国民年金の被保険者資格を喪

失後、国民年金の再加入手続を行った形跡は見当らないことから、申立期

間は国民年金の未加入期間であり、申立期間の保険料は納付できなかった

ものと考えられる。 

   なお、申立人が申立期間について国民年金の再加入手続を行った場合、

申立人の妻の被保険者資格種別は強制となるが、申立人の妻は昭和 45 年２

月 21 日に国民年金の任意資格を取得後、61 年４月１日に同被保険者資格

を喪失して第３号被保険者となるまで任意資格であることが、Ａ町の保管

する国民年金被保険者名簿から確認できる。 

   また、申立人の妻又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ



とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立

人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 1985 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年５月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月から同年９月まで 

    私は、勤務先を退職した平成６年５月か６月ごろ、Ａ区役所Ｂ支所で

国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を同支所で納付

していた。申立期間が未納とされていることには納得できないので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年５月か６月ごろＡ区役所Ｂ支所で国民年金の加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間の国民年金保険料を納付するには国民年金手帳

記号番号の払出しが必要であるが、国民年金手帳記号番号払出簿検索シス

テムによりＣ県内すべてについて「Ｄ（漢字）」及び「Ｅ（カナ）」で検索

したが、該当者はおらず、申立人に対して同手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、

申立人は申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、オ

ンライン記録により、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年７月から 47年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月から 47 年１月まで 

    昭和 45 年＊月に長女を出産してＡ県の実家に帰っている間に、亡くな

った義母がＢ県Ｃ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間が未納となっている

ことには納得できないので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年＊月に長女を出産してＡ県の実家に帰っている間に、

申立人の義母が国民年金の加入手続をＣ市役所で行い、申立期間の国民年

金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 47 年２月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したも

のと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳では昭和 47 年２月 23 日に任意の

被保険者資格を取得していることが確認でき、任意加入した場合、資格取

得日の属する月以降、国民年金保険料を納付することとなるが、同手帳の

昭和 46年度国民年金印紙検認記録の昭和 46年４月から 47年１月までの欄

には、「納付不要」の押印が有る上、Ｃ市の国民年金被保険者名簿及び特殊

台帳でも申立人の国民年金の資格取得日は同日と記載されていることが確

認できることから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、申立期間の

保険料は納付できなかったものと考えられる。 



   さらに、申立人の義母又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 1987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年４月から 49年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 49 年４月まで 

    私の国民年金は、夫が昭和 42 年４月１日に赴任したＡ市立Ｂ小学校の

事務職員に勧められ、同事務職員に国民年金の加入手続を依頼し、加入

した。申立期間の国民年金保険料は、同事務職員が夫の給料の中から納

付してくれていた。申立期間が未納とされていることには納得できない

ので、調査してほしい。 

      

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年４月１日に申立人の夫が赴任した小学校の事務職員

に、国民年金の加入手続を依頼し、申立期間の国民年金保険料は、同事務

職員が申立人の夫の給料の中から納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 49 年６月に任意の資格で払い出されていることが同手帳

記号番号払出簿により確認でき、申立人が所持する国民年金手帳により、

同年５月 24 日に任意で資格取得していることが確認できることから、申立

期間は国民年金の未加入期間であり、申立期間の保険料は納付することが

できなかったものと考えられる。 

   また、申立人の夫又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立

人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな



い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 1988 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 17 年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成 17 年５月及び同年６月 

    私は、勤務先を退職し、平成 17 年５月 23 日にＡ国へ留学した。留学

期間中の国民年金保険料については、父親に納付を依頼していた。申立

期間が空白期間となっているのは社会保険庁（当時）のミスであるので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、勤務先を退職し、平成 17 年５月 23 日にＡ国へ留学し、申立

期間の国民年金保険料の納付を申立人の父親に依頼していたと主張してい

る。 

   しかしながら、申立人は、平成 17 年４月１日に厚生年金保険の被保険者

となったことに伴い、同日に国民年金の被保険者資格を喪失し、既に前納

されていた平成 17 年度の国民年金保険料（15 万 9,540 円）は、平成 17 年

５月 13 日付けで還付決議が行われ、同日付けの「国民年金保険料過誤納額

還付・充当通知書」により申立人に通知され、申立人の記名・押印による

「国民年金保険料還付請求書」（受付 17.7.11 Ｂ社会保険事務所）によ

り還付請求され、同年８月 25 日に還付されていることが申立人が所持する

銀行預金通帳により確認できる。 

   また、申立人は、勤務先を退職した平成 17 年５月 23 日にＡ国に転居し

ていることが確認でき、海外在住の申立人について、申立期間の国民年金

保険料を納付するには、改めて、国民年金に任意加入することが必要であ

るが、申立人の任意加入手続は、申立人の記名・押印による「国民年金各



種届」（受付 17.7.11 Ｂ社会保険事務所）により行われ、同年７月 11 日

付けで任意加入したことが確認でき、任意加入の場合、さかのぼって国民

年金の被保険者資格を取得することはできないことから、申立期間は国民

年金の未加入期間であり、申立期間の保険料は納付できなかったものと考

えられる。 

   さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につ

いて、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 1989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年４月から 60年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から 60 年２月まで 

    私は、昭和 55 年４月に離婚後、その年の秋ごろまでに、国民健康保険

に加入すると同時に、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を納付した。申立期間が未納とされていることには納得できない

ので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年４月に離婚後、その年の秋ごろまでに、国民健康保

険に加入すると同時に、国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を

納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 60 年５月に払い出されていることが、同手帳記号番号払

出簿検索システムにより確認でき、このころ申立人は国民年金に加入した

ものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった日」は

昭和 60 年３月１日と記載されており、これは、Ａ市が保管する国民年金被

保険者名簿及び特殊台帳とも一致することから、申立期間は国民年金に未

加入の期間であり、申立人は申立期間の保険料を納付できなかったものと

考えられる。 

   なお、申立人の所持するＡ市の国民健康保険被保険者証には、国民健康

保険の資格取得日は、昭和 60 年３月 10 日であり、国民年金と同時期に加

入手続が行われたものと推認できる。 



   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

オンライン記録により氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2078 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月から 51 年５月１日まで 

    私は、昭和 42 年 12 月から平成７年８月 31 日までＡ株式会社に継続し

て勤務していたのに、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者

記録を照会したところ、42 年 12 月から 51 年５月１日までの被保険者記

録が無いとの回答であったので、再調査の上、申立期間について厚生年

金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社の申立期間当時の役員及び複数の同僚の供述により、申立人

が申立期間の一部について当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった当時の元

役員は、「当該事業所は平成 11 年７月に破産したため、資料が無く、当時

の事業主も既に亡くなっていることから、何も分からない。」と供述してお

り、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

   また、申立期間当時の役員は、「申立てどおりの厚生年金保険の資格に係

る届出を行っておらず、申立人には給与として支払っていなかったので保

険料控除もしておらず、納付もしていないと思う。申立人に工場内の場所

を提供し、より多くの仕事ができるように便宜をはかり、外注工賃として

の支払方法だったと思う。」と供述している上、申立期間当時の元同僚は、

「私が在職していた間、申立人の勤務形態は請負だったと思う。」と供述し

ており、申立人は他の従業員の勤務形態とは異なる取扱いであったことが

 



うかがえる。 

   さらに、申立人は、「申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されておらず、国民健康保険に加入し、勤務形態も請負であった

かもしれない。」と供述している。 

   加えて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立期間に申立人の氏名の記載は無く、昭和 51 年５月１日に初めて当該事

業所で資格を取得したことが確認できる。 

   また、雇用保険の被保険者資格取得日は、厚生年金保険の資格取得日と

一致していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2079 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年５月 12 日から同年７月 19 日まで 

             ② 昭和 50 年９月９日から同年 11 月８日まで 

             ③ 昭和 50 年 11 月９日から同年 12 月８日まで 

             ④ 昭和 51 年１月８日から同年３月 31 日まで 

    厚生年金保険の加入期間を確認したところ、昭和 50 年５月 12 日から

51 年３月 31 日までＡ市立学校の臨時的任用の常勤講師として勤務して

いたが、その期間の年金記録が無いことが分かった。申立期間について

厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市教育委員会保管の人事関係発令簿及び申立人所持の人事異動勤務記

録により、申立人が申立期間①、②、③及び④について、Ａ市教育委員会

に臨時的任用常勤講師として採用され、勤務していたことが確認できる。 

   しかし、臨時の常勤講師における給与負担を行っていたＢ県教育委員会

に照会したところ、「臨時的任用職員の厚生年金保険加入については、Ｂ県

教育委員会教育長通知『臨時的任用職員に係る健康保険・厚生年金保険制

度の実施要項』に基づいて昭和 63 年４月１日から加入手続を行っているが、

それより前は厚生年金保険の加入手続は行っておらず、申立人について厚

生年金保険被保険者資格取得の届出及び給与から厚生年金保険料を控除し

ていた事実は無い。」と回答している。 

   また、Ａ市教育委員会に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間①、②、③及び④の期間に申立人の氏名は記載されておらず、



健康保険の整理番号も連続しており欠番も無く、申立期間における申立人

の加入記録が欠落したとは考え難い。 

   さらに、当該名簿において申立期間①、②、③及び④の期間当時に厚生

年金保険加入記録のある複数の者に照会したが、申立人を記憶している者

はおらず、申立内容に係る供述を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2080 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月 20 日から 34 年８月 20 日まで 

    私は、株式会社Ａに、昭和 34 年８月 20 日まで勤務したが、厚生年金

保険の加入記録では、33 年４月 20 日に資格喪失したことになっている

ので、加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂ（申立人は、申立てに係る事業所を株式会社Ａとしているが、

商業登記簿謄本においては株式会社Ｂとして登記されている。）における元

同僚の回答から、申立人が、申立期間のうち、一部の期間において同事業

所で勤務していた可能性はある。 

   しかし、商業登記簿謄本の記録から、株式会社Ｂは昭和 35 年９月 20 日

に解散していることが確認できるほか、オンライン記録によると、同事業

所は、39年 11月 18日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

同事業所の事業主及び役員については、死亡又は所在不明であるため、申

立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について

確認することはできない。 

   また、申立期間当時、株式会社Ｂで勤務していた元同僚に対して照会を

行ったところ、申立人のことを記憶している者はいたものの、申立期間に

おける、申立人の具体的な勤務実態及び給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたことについて確認できる供述を得ることはできなかった。 

   さらに、株式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人は、昭和 33 年４月 20 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、



健康保険証を返却した旨の記載があることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2081（事案 955の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年１月４日から 38 年７月１日まで 

    第三者委員会で一部の期間は、あっせんされたが、昭和 37 年１月４日

から 38 年７月１日までの期間は認められないとの回答で、納得ができな

い。昭和 37 年から 38 年の間、若しくは 39 年当時にＡ、Ｂ、Ｃ各氏等と、

Ｄ株式会社で一緒に働いていた。申立期間は確かに勤務していたので、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、当時の同僚の記憶が明確でなく申立人の

申立期間当時の勤務実態を確認することができない上、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料が

無く、ほかに、申立てに係る事実を確認できる関連資料や周辺事情が見当た

らないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21年８月６日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料を提出していないが、申立期

間当時の同僚の氏名を思い出したとして、再調査を申し立てている。 

   そこで、今回の申立てについて前回の調査に加えて調査したところ、申立期

間当時の同僚に照会したが、申立人を記憶している者は無く、申立人の勤務

実態について供述を得ることができない。 

   また、申立期間当時の事業主の長男で、Ｄ株式会社の後継事業所である

Ｅ株式会社の事業主に改めて照会したが、申立人について記憶していない

上、関連資料も無く、申立人の勤務実態及び給与から厚生年金保険料が控



除されていたことについて確認することができない。 

   さらに、申立人が一緒に働いていたことを思い出した同僚について、当

該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において氏名を確認す

ることができず、申立人の当該事業所における勤務実態等を確認すること

ができない。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2082 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 11 月１日から 46 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 46 年 11 月６日から同年 12 月１日まで 

             ③ 昭和 47 年６月６日から 48 年４月１日まで 

    私は、Ａ組合に昭和 44 年 11 月から 46 年 11 月まで勤務したが、厚生

年金保険の加入記録は同年 10 月１日から同年 11 月６日までとなってお

り、株式会社Ｂ（後にＣ株式会社に名称変更）に同年 11 月から 47 年６

月まで勤務したが、厚生年金保険の加入記録は 46 年 12 月１日から 47 年

６月６日までとなっているので、調査の上、厚生年金保険の加入記録を

訂正してほしい。 

    また、Ｄ医院については昭和 47 年６月から 48 年３月まで勤務してい

るが、厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、厚生年金保険の

加入記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①に係るＡ組合について、当該事業所に係る雇用保険の加入記録

及び元同僚の供述から、申立人が申立期間において当該事業所に勤務して

いたことは認められる。 

   しかし、Ａ組合の事業主に照会したところ、「申立期間当時の関係資料が

保存されていないため、申立てどおりの届出及び給与から厚生年金保険料

を控除したかは不明である。」と回答していることから、申立人の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認することはでき

ない。 

   また、当該事業所の事業主は、「正規職員は全員厚生年金保険に加入し、

厚生年金保険料も給与から控除していた。」と供述しており、他の同僚は、



「申立人の申立期間の勤務形態はアルバイトであった。」と供述していること

から、申立人は、申立期間においてはアルバイト職員であったため、厚生年

金保険に加入させていない取扱いであったことがうかがえる。 

   さらに、当時、当該事業所に勤務していた複数の元同僚に照会したが、申

立期間における申立人の正確な勤務期間等の勤務実態及び給与から厚生年金

保険料が控除されていたことを確認するための供述を得ることができない。 

   申立期間②に係る株式会社Ｂについて、当該事業所に勤務していた元同僚

の供述から、申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

   しかし、株式会社Ｂの元事業主に照会したところ、「申立期間当時の経理

担当者も既に亡くなっており、会社も解散し関係資料が保存されていない

ため、不明である。」と回答していることから、申立人の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認することはできない。 

   また、株式会社Ｂに係る厚生年金保険被保険者名簿において確認できる

元同僚に照会したが、申立人の記憶はあるものの申立期間について申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料を給与から控除されていたことについて確

認するための資料及び供述を得ることができない。 

   さらに、株式会社Ｂに係る雇用保険の資格取得日は昭和 46 年 12 月１日、

離職日は 47 年６月５日となっており、厚生年金保険のオンライン記録と一

致している。 

   申立期間③に係るＤ医院について、当該事業所の現在の事業主に照会し

たところ、「申立期間当時の事業主は平成７年＊月に亡くなっており、当時

専従者であった事業主の妻に確認したところ、同医院は厚生年金保険の適

用事業所になったことは無いと述べている。」と回答していることから、申

立人の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認す

ることはできない。 

   また、Ｄ医院については、オンライン記録において当該事業所が厚生年

金保険の適用事業所であったことを確認することはできない。 

   さらに、Ｄ医院に係る雇用保険について、申立期間における申立人の加

入記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2083 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月 10日から同年７月１日まで 

    Ａ株式会社(現在は、Ｂ株式会社)に、昭和 34年４月 10日から中学校の新

卒で正社員として勤務していたが、年金事務所へ照会したところ、申立期

間の厚生年金保険が未加入期間となっている。勤務したことは間違いない

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に同じ中学校を卒業して入社したとする複数の元同僚の供述か

ら、申立人は申立期間において、当該事業所に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかし、上記の複数の元同僚は、「中学校を新卒で入社した者は全員が入社

後直ちに３か月間は臨時工であり、その期間は給与から厚生年金保険料を引

かれておらず、自分の厚生年金保険の被保険者資格取得日も、昭和 34年７月

１日となっている。」と回答していることから、当時、Ａ株式会社においては、

臨時工として勤務している従業員については、必ずしも入社後ただちに厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   また、Ａ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿によれば、昭和 34 年３

月に中学校を卒業した新卒採用者(生年月日が昭和 18年４月２日から 19年４

月１日まで)は、申立人を含めて、455人全員が 34年７月１日に被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

   さらに、Ｂ株式会社は、「Ａ株式会社に係る厚生年金保険の資格取得届の保



管は、昭和 36年以降であり、申立期間当時の賃金台帳等の関連資料も保管さ

れていない。」と回答していることから、申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2084 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 46 年４月まで 

    昭和 44 年 10 月に同僚４人と一緒に、株式会社ＡからＢ株式会社に転

職したが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立人がＢ株式

会社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ株式会社は、「申立期間当時の賃金台帳等関連資料を保

管しておらず、当時の状況は不明である。」と回答しており、申立期間にお

ける申立人の勤務実態及び申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いたことを確認することができない。 

   また、申立人と同時期に株式会社ＡからＢ株式会社へ転職した４人の同

僚は、入社後、３か月間から４か月間は厚生年金保険の被保険者とはなっ

ていないことが確認できる上、「入社後３か月間は厚生年金保険に加入して

おらず、申立人はＢ株式会社に入社後、すぐに同社を退社した。」と供述し

ている同僚もいることから、当時、当該事業所は必ずしも入社後すぐに厚

生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

   さらに、Ｂ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿（原票）において、

申立期間に資格を取得した者を確認したが、申立人の氏名の記載は見当た

らず、健康保険整理番号は連続し、欠番も無いことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2085 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年７月１日から 36 年５月１日まで 

    家事都合により株式会社Ａを退職した。脱退手当金は受給していない

ので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の

欄には、脱退手当金が支給されていることを意味する「退」表示が有ると

ともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年

金保険被保険者資格喪失日から比較的短期間である約４か月後の昭和 36

年９月 12 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


